
規制時間

全 面 通 行 止 め 規 制 図（時間規制）

1) 8:30～10:00(通行可能時間 30分間) 2) 10:30～12:00(通行可能時間 60分間) 3) 13:00～15:00(通行可能時間 30分間) 3) 15:30～17:00(規制解除)

規 制 区 間 内

全面通行止め

迂回路

迂回路

迂回路

迂回路

通学路注意

合流地点

42号線方面

高崎方面

通行可能区間
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②規制看板

③規制看板

①規制看板

規制看板

片側通行規制 片側通行規制 片側通行規制

高崎町方面→野尻町方面

①～③の規制看板にて、現在地の確認をお願いします。

高崎町方面←野尻町方面

工事名：令和4年度交建防安 第40-46-5号 県道都城野尻線 椎屋工区 道路改良工事

施工会社：㈱徳満建設規制看板標記の(QRコード)にて、迂回路の確認も出来ます。


